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３ つ の 目 標 

基 本 理 念 

第３章 計画の基本的考え方 

１ 基本理念 

 

「第２次八百津町男女共同参画基本計画」は、「男女が、社会の対等な構成員として、自

らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男

女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責

任を担うべき社会（「男女共同参画社会基本法」第２条）」の形成を目指します。 

「女性の力」は「まちの潜在的な大きな力」であり、その発揮がまち全体の活性化につ

ながっていくとの認識のもと、『互いに認め合い、やさしさあふれる未来へ』を基本理念に

掲げ、３つの目標を定めて、男女共同参画について町民全体の課題として施策を推進しま

す。 

 

 

 
 

互いに認め合い、 

やさしさあふれる未来へ 

 
 
 
 

１ 男女共同参画社会に向けた意識づくり 

２ 誰もが安心して暮らせる社会づくり 

３ あらゆる分野における女性の活躍 
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２ 施策の体系 

 

 

  

１ 男女共同参画社会に向けた意識づくり

(１)男女共同参画の意識のづくり

① 理解を広げる取組の推進

② 男女平等意識を高める教育の推進

③ 男性の男女共同参画への意識改革

(２)子どもの頃からの男女共同

参画意識の理解の促進
④ 子どもの頃からの男女共同参画意識の理解の促進

(３)地域における男女共同参画

の推進

⑤ 地域における男女共同参画の推進

⑥ 防災・安全分野における男女共同参画の推進

⑦ シニア世代の参画支援

２ 誰もが安心して暮らせる社会づくり

(１)生涯を通じた健康支援 ⑧ 女性の生涯を通じての健康支援

（２）ＤＶのないまちづくり

(八百津町ＤＶ対策基本計画)

⑨ 啓発活動等の推進

⑩ ＤＶを許さない社会の形成に向けた取組の推進

（３）サポートを必要とする人々

への支援の強化
⑪ サポートを必要とする人々への支援の強化

３ あらゆる分野における女性の活躍（八百津町女性活躍推進計画）

(１）女性の働きやすい環境整備 ⑫ 男女雇用機会均等の周知

(２)ワーク・ライフ・バランスの

推進

⑬ 働き方の見直しと働き続けやすい職場環境の整備

⑭ 仕事と子育ての両立

(３)政策・方針決定過程への

女性の参画促進

⑮ 政策・方針決定過程への女性の参画促進

⑯ 職員のキャリア形成の支援


